
 

 

 

 

 

 

 

災害時における電動車両等の支援に関する協定を締結します 

 

1 目的 

災害または停電発生時において、市民への電源供給手段を確保するため、また、災害対応に必要な物

資等の輸送を円滑に行うため、兵庫三菱自動車販売株式会社及び三菱自動車工業株式会社と、災害時に

おける電動車両等の支援に関する協定を締結します。 

 

2 協定相手方 

兵庫三菱自動車販売株式会社  （神戸市西区伊川谷町潤和字西ノ口 751‐1） 

三菱自動車工業株式会社    （東京都港区芝浦 3 丁目 1番 21 号） 

 

3 協定締結式 

  日時：令和８年（2026 年）２月５日（木）午後２時 15分～午後２時 45 分 

  場所：尼崎市役所 南館２階 市長室 

 

4 協定内容 

⑴ 電動車両等の供給 

⑵ 平時の取組の協力 

 

5 協定期間 

協定締結日（令和８年２月５日）から令和８年３月 31日まで（１年毎の更新） 

以 上  

令和８年（2026 年）１月 29 日 

所 属 災害対策課 

所属長 清水 計秀 

電 話 06－6489－6165 


